
№ 様式等の条件 注意事項

１
様式第１号
（指定様式）

　役職名は、「使用印鑑届兼委任状」の役職名と一致させること。
　９は、行政書士等が代理申請する場合のみ記載する。
　委任先がある場合、１０～１２に記載すること。
　１３～１４は、申請者の職員のうち申請内容を把握している方（当方からの当該申
請に関する質問に答えられる方）を記載してください。
　※登記簿上の住所と営業上の住所が異なる場合は、営業上の住所を記載し、□にレをつける
こと。

２ 指定様式

　使用印鑑届と委任状の両方を兼ねているため、「本店で契約する場合」、又は
「本店以外の営業所（委任先）で契約する場合」のいずれかを選択して記載するこ
と。
　委任事項は必要に応じ加除修正し提出すること。
　受任者の「商号又は名称」の欄は、「〇〇会社〇〇支店」等と記載すること。
　※別紙記載例参照

３ 指定様式
　委任先がある場合は、受任者についても記載して下さい。
　受任者の印は、使用印鑑届兼委任状と同じ印を押してください。
　暴力団員との関係が認められた場合、資格を取消す場合があります。

４ 写し可
　法人：法務局　個人：市区町村役場
＊申請日から３ケ月以内に交付を受けたもの。

５
発行官公署
写し
最新１年分

　有効期間は審査基準日から１年７ヵ月のため、有効期間を経過する前に、翌営業
年度終了日を基準日とするものを提出すること。
　提出されている最新の通知書が有効期間を越えている場合、入札へ参加できな
い場合があります。
　経営事項の審査を受け総合評定値の記載のある工種（又は更新した工種）につ
いて登録する。
　審査申請中の場合は、総合評定値請求書に県の受付印があるものの写しを提出
し、後日通知書を提出すること。
　【その他の審査項目（社会性等）】で「雇用保険」「健康保険」及び「厚生年金保
険」の加入状況を確認します。保険加入の有無の欄について、「有」又は「除外」
の場合は、受付ができます。

６
発行官公署
写し可

　許可更新中で許可証明書を提出できない場合は、許可更新中の証明書を提出
すること。
　許可証明書に代えて許可通知書の写しでも可。

７
様式第２号
（任意様式可）

　営業所が受けている経営事項審査を受けた建設業許可業種に「○」印を記載す
ること。
　建設業許可を有していても、経営事項審査を受けていない建設業許可業種に
は､｢○｣印を付さないこと。
　指名を希望する工種について下段の登録希望工種に「○」印を記載すること。

８
様式第３号
（指定様式）

　欄外の記載要領に従い、記載すること。
　委任先の支店等の技術職員の人数についても記載すること。

９
様式第４号
（任意様式可）

　欄外の記載要領に従い、記載すること。
（記載項目が同じであれば、各社作成様式で可）

１０ 任意様式
　建設工事の種別毎に記載すること。
　請負金額については、消費税を含む金額の場合は「（税込）」、消費税を含まない
金額の場合は「（税別）」と注記すること。

１１
様式第５号
（指定様式）

　県内本店又は県内の支店等に委任する業者のうち、入札参加申請業種の中に
「とび・土工・コンクリート工事」がある場合提出。

１２
様式第６号
（任意様式可）

　親会社・子会社・役員の兼任について記載すること。
　該当がない場合は、「該当の有無」欄の「無」にチェックすること。

１３ 写し可
　法人：本店の所在地を管轄する法務局
　個人：代表者本人の本籍地所在の市区町村役場
＊申請日から３ケ月以内に交付を受けたもの。

１４
様式第７号
（任意様式可）

　伊万里市内に本店を有するもの又は市内の支店等に委任する場合は提出するこ
と。
＊申請日から３カ月以内に撮影したもの

市
内

県
外

国（写し可）
（法人：その３の３）
（個人：その３の２）

○ ○

佐賀県（写し可）
（未納がない証明）

○ ×

伊万里市（写し可）
（未納がない証明）
＊専用様式

○ ×

１６ 指定様式 ○ ×

　伊万里市内に本店を有するもの又は市内の支店等に委任するものは提出するこ
と。
　入札参加資格の有効期間中に市税の滞納が発生した場合、資格を取り消す場
合がありますので、ご注意ください。

※「提出書類一覧」の見方　○：要提出　△：該当者のみ提出が必要　×：提出不要　★：工種追加時の必要書類（★★：内容に変更があれば必要）

事務所等写真 △ 有

提出書類一覧（建設工事）　
＊Ａ４判ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ（色：青色、押え板が金属製でないもの）に、№順に綴じ、表紙及び背表紙に「令和7・8年度　競争入札参加資格審査申請書」及び「商号又は名称」を記載してご提出下さい。

提出書類一覧 提出
様式
の
有無

一般競争（指名競争）
参加資格審査申請書 ○ 有

使用印鑑届兼委任状 ○ 有

誓約書 ○ 有

印鑑登録証明書 ○ -

経営規模等評価結果通知書・総
合評定値通知書（★） ○ -

建設業許可証明書又は
許可通知書（★） ○ -

営業所一覧表（★） ○ 有

業態調書（技術者関係） ○ 有

技術者経歴書 ○ 有

工事経歴書（直前２年間の各営業
年度分）（★★） ○ 無

「とび・土工・コンクリート工事」に
かかる施工実績調書（★★） △ 有

佐賀県税の納税証明書
（県内本店又は県内の支店等に委任する
場合提出）

○

伊万里市税の納税証明書
（市内本店又は市内の支店等に委任する
場合提出）

×

業態調書（資本関係・役員兼任関
係） ○ 有

法人：商業登記簿謄本又は現在
事項全部証明書
個人：代表者身分証明書

○ -

納税状況等確認同意書
（市内本店又は市内の支店等に
委任する場合提出）

×

◎下記書類は、本店又は委任先の支店等の所在地で異なります。
所在地

　提出要領「主な提出書類に関する注意事項について」を、ご参照ください。県
内

１５

国税の納税証明書
（「法人税」及び「消費税及び地方
消費税」）

○ 　非課税または免税事業者の方も提出すること。
　滞納がある場合は、有資格者となれません。（※国・地方税の徴収猶予を受けて
いるため、「未納のない証明書」が発行されない場合は、お問い合わせください。）
＊申請日から３ケ月以内に交付を受けたもの。
＊伊万里市内に本店又は支店等を有する法人は、法人市民税の納付を必要とす
る。
＊営業開始後１年未満の法人で、決算期未到来により納税証明書が発行されない
場合は、法人設立（設置）届の写し（市税務課提出分等）を添付すること。
＊佐賀県税の納税証明は、個人事業主の場合不要。
＊「伊万里市税の未納がない証明」は、専用様式を使用すること。

４


